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第
六
十
九
号
議
案 

 
 

 

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
項
中
「
署
名
し
た
」
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
中
「 
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
提
出 

埼 

玉 

県 

知 
事 

 
 

 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

行
政
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
、
職
員
の
服
務
に
関
す
る
宣
誓
書
に
つ
い
て
署
名
及

び
押
印
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 

印
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第
七
十
号
議
案 

 
 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
福
祉
事
務
所
」
の
下
に
「
、
児
童
相
談
所
」
を
加
え
、
同
条
第
二

項
第
一
号
中
「
九
千
七
百
円
」
の
下
に
「
（
同
項
第
一
号
の
業
務
の
う
ち
児
童
相
談
所
に
勤
務
す

る
職
員
で
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
が
行
う
業
務
に
つ
い
て
は
、
二
万
円
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例

（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当

に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
特
殊
勤
務
手
当
は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定

に
よ
る
特
殊
勤
務
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。 

  
 

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

令
和
三
年
一
月
七
日
付
け
で
埼
玉
県
人
事
委
員
会
か
ら
さ
れ
た
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い

て
の
意
見
に
基
づ
き
、
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
を
改
定
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の

で
あ
る
。 
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第
七
十
一
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
私
立
学
校
助
成
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
埼
玉
県
私
立
学
校
助
成
審
議
会
条
例
（
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
署
名
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 
知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

行
政
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
、
埼
玉
県
私
立
学
校
助
成
審
議
会
の
議
事
録
に
つ
い

て
押
印
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
七
十
二
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
の
一
部
改
正
） 

２ 

埼
玉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
（
令
和
二
年
埼
玉
県
条

例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
七
項
中
「
第
十
号
」
を
「
第
九
号
」
に
、
「
第
十
一
号
」
を
「
第
十
号
」
に
、
「
第

十
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
」
を
「
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
る
。 

  
 

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

養
育
医
療
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
の
終
了
に
伴
い
、
本
人
確
認
情
報
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も

の
で
あ
る
。 
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第
七
十
三
号
議
案 

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
一
項
中
ム
を
ウ
と
し
、
ラ
を
ム
と
し
、
ナ
を
ラ
と
し
、
ネ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。 

               

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
二
項
中
ヌ
を
削
り
、
ル
を
ヌ
と
し
、
ヲ
か
ら
カ
ま
で
を
ル
か
ら
ワ
ま

で
と
し
、
同
表
第
三
項
カ
を
削
り
、
同
表
第
四
項
中
ヘ
を
削
り
、
ト
を
ヘ
と
し
、
チ
か
ら
ワ
ま
で

を
ト
か
ら
ヲ
ま
で
と
し
、
同
表
第
五
項
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
レ
ま
で
を
ロ
か
ら

タ
ま
で
と
し
、
ソ
を
削
り
、
ツ
を
レ
と
し
、
ネ
か
ら
サ
ま
で
を
ソ
か
ら
テ
ま
で
と
し
、
そ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

⑾ 

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

 

質
量
分
析
装
置
に
よ
る
分 

 

析 

⑿ 

イ
オ
ン
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ 

 

フ
に
よ
る
分
析 

一
試
料 

一
測
定 

一
四
、
八
〇
〇 

一
試
料 

一
測
定 

 

 
   

   

 

 
 

七
〇
〇
円 

一
時
間 

（
造
形 

装
置
に 

係
る
部 

分
） 

 

五
、
五
〇
〇 

二
、
四
三
〇
円 

 
 

四
八
〇
円 

 

ア 

味
覚
セ
ン
サ 

一
時
間 

四
、
三
〇
〇
円 

 

一
時
間 

（
焼
結 

装
置
に 

係
る
部 

分
） 一

試
料 

一
測
定 

一
時
間 

（
脱
脂 

装
置
に 

係
る
部 

分
） 

ナ 

金
属
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ 

二
〇
、
三
〇
〇 

「 

⑽ 

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

 

に
よ
る
分
析 
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⒀ 

イ
オ
ン
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ 

 

フ
に
よ
る
分
析 

⒃ 

Ｘ
線
回
折
装
置
に
よ
る 

 

分
析 

⒄ 

ア
ル
コ
ー
ル
ア
ナ
ラ
イ 

 

ザ
に
よ
る
定
量
分
析 

         

   

          

          

 

⒁ 

赤
外
分
光
光
度
計
に
よ 

 

る
分
析 

⒂ 

熱
分
析
装
置
に
よ
る
分 

 

析 

    
 

 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

         
 

 

 
 

 

     

 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

⑽ 

ガ
ス
ク 

 

ロ
マ
ト
グ 

 

ラ
フ
質
量 

 

分
析
装
置 

 

に
よ
る
分 

 

析 

⒅ 

味
覚
セ 

 

ン
サ
に
よ 

 

る
分
析 

一
試
料 

一
測
定 

別
表
第
二
第
一
号
の
表
第
一
項
中 

 

 

七
、
二
二
〇
円 

（
一
成
分
を
増
す 

ご
と
に
二
、
三
五 

〇
円
を
加
え
る
。
） 

 

五
、
五
〇
〇
円 

二
〇
、
三
〇
〇
円 

一
試
料 

一
測
定 

質
量
ス
ペ
ク 

ト
ル
解
析 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

⑾ 

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

 

に
よ
る
分
析 

九
、
七
七
〇
円 

⑿ 

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

 

質
量
分
析
装
置
に
よ
る
分 

 

析 

一
試
料 

一
測
定 

       

一
四
、
八
〇
〇
円 

九
、
七
七
〇 

二
、
四
二
〇 

を 

三
、
八
八
〇 

円 

 

一
試
料 

一
測
定 

円 

一
試
料 

一
測
定 

円 

 

四
、
七
八
〇
円 

四
、
七
八
〇 

二
、
四
二
〇
円 

一
試
料 

一
測
定 

三
、
八
八
〇
円 

円 

 

」 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

に
改
め
、
同
表
第
二
項 

円 
一
試
料 

一
測
定 

円 

 

円 

 

一
試
料 

一
測
定 

試
料
分
析 

一
四
、
三
〇
〇
円 

（
一
試
料
を
増
す 

ご
と
に
四
、
三
七 

 

二
五
、
五
〇
〇
円 
一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

（
三
成 

分
以
内
） 

 

「 
⒀ 

赤
外
分
光
光
度
計
に
よ 

 

る
分
析 

酸
味
、
塩
味
、

苦
味
、
旨
味

及
び
渋
味
測 

⒁ 

熱
分
析
装
置
に
よ
る
分 

 

析 

⒂ 

Ｘ
線
回
折
装
置
に
よ
る 

 

分
析 

⒃ 

ア
ル
コ
ー
ル
ア
ナ
ラ
イ 

 

ザ
に
よ
る
定
量
分
析 
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一
試
料 

一
測
定 

    

 

⑻ 

粒
度
分
布
試
験 

⑸ 

収
縮
率
試
験 

酸
味
、
塩
味
、

苦
味
、
旨
味
、

渋
味
及
び
甘 

味
測
定 

 
 

 
 

 
 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
提
出 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 
 

 
 

 
 

 
 

    

五
、
三
三
〇
円 

    

    

    

「 

五
味
（
酸
味
、 

塩
味
、
苦
味
、 

旨
味
、
渋
味
） 

定 

〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

（
一
試
料
を
増
す 

ご
と
に
〇
、
〇
〇 

〇
円
を
加
え
る
。
） 

一
九
、
八
〇
〇
円 

（
一
試
料
を
増
す 

ご
と
に
五
、
一
九 

〇
円
を
加
え
る
。
） 

」 

⑸ 

通
気
性
試
験 

 
 

七
六
〇
円 

を 

 
 

七
九
〇
円 

一
試
料 

一
項
目 

 
 

七
八
〇
円 

⑹ 

防
水
度
試
験 

「 

一
試
料 

一
項
目 

」 

⑺ 

食
品
材
料
等
の
物 

 
 

 

験 

 
 

七
九
〇
円 

中 

 
 

七
六
〇
円 

に
改
め
る
。 

一
試
料 

一
項
目 

⑹ 

収
縮
率
試
験 

」 

⑺ 

防
水
度
試
験 

一
試
料 

一
項
目 

四
、
六
八
〇
円 

⑼ 

粒
度
分
布
試
験 

一
試
料 

一
項
目 

五
、
三
三
〇
円 

一
試
料 

一
項
目 

一
試
料 

一
項
目 

性
試 

四
、
六
八
〇
円 

一
試
料 

一
項
目 

一
試
料 

一
項
目 

⑻ 

食
品
材
料
等
の
物
性
試 

 

験 
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提 

案 

理 

由 

 
新
た
に
埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の
試
験
研
究
機
器
に
係
る
使
用
料
の
額
及
び
依
頼
試

験
に
係
る
手
数
料
の
額
を
定
め
、
並
び
に
老
朽
化
し
た
試
験
研
究
機
器
に
係
る
使
用
料
及
び
依
頼

試
験
に
係
る
手
数
料
の
額
の
定
め
を
廃
止
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
七
十
四
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
推
進
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
埼
玉
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
推
進
基
金
条
例
（
令
和
二
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 
知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
の
影
響
を
受
け
た
県
内
中
小
企
業
者
を
支
援
す
る

た
め
、
埼
玉
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
推
進
基
金
の
設
置
期
間
を
延
長
し
た
い
の
で
、

こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
七
十
五
号
議
案 

 
 

 

草
加
都
市
計
画
事
業
八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例 

 

草
加
都
市
計
画
事
業
八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
規
程
（
平
成
八
年
埼

玉
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
六
条
第
二
項
中
「
署
名
し
、
及
び
押
印
す
る
」
を
「
署
名
す
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 
事 

 
 

 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

行
政
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
、
草
加
都
市
計
画
事
業
八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土

地
区
画
整
理
審
議
会
の
議
事
録
に
つ
い
て
押
印
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提

出
す
る
も
の
で
あ
る
。 


